
【今後の予定について】 【資料３】
・第４回協議会では、下記の項目について審議予定である。

※第4回協議会以降は検討状況により変更の可能性がある。

第１回協議会
（R4.6.8）
・趣旨

・公募及びWGの説明

・企業講演

第２回協議会
（R4.9.9）
・先進企業の紹介

・【2-2】
温室効果ガス
排出量の試算方法

・【2-5】
次世代エネルギー
需要量の推計方法

◇審議事項

・【2-2】
温室効果ガスの
排出量の推計

・【2-4】
温室効果ガスの
排出量の削減目標

・【2-5】
水素･燃料アンモニ
ア等の需要推計

・【5-1】
港湾脱炭素化推進
計画の計画期間

◇審議事項
・【2-1】
港湾脱炭素化推進
計画の目標

・【2-3】
温室効果ガスの
吸収量の推計

・【3-1】
温室効果ガス
削減・吸収に
関する事業

・【3-2】
港湾・臨海部の
脱炭素化に
貢献する事業

◇審議事項

・【4-1、4-2】
計画の達成状況の
評価の実施体制･
手法

・港湾脱炭素化推進
計画（素案）

第１･2回協議会 第３回協議会
（R5.5.31）

第４回協議会（予定）
（R5.8下旬）

第５回協議会（予定）
（R5.11上旬）

◇審議事項

・港湾脱炭素化推進
計画（最終案）

第６回協議会（予定）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施



１．脱炭素化推進計画の目標達成指標（KPI）設定項目・内容について････････１
２．温室効果ガス吸収量の設定値について･････････････････････････････････２
３．温室効果ガス削減・吸収に関する事業について･････････････････････････ 3
４．港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業について ･････････････････････ 5

◇第４回協議会の議事内容（予定）



１．脱炭素化推進計画の目標達成指標（KPI）設定項目・内容について
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・脱炭素化推進計画の目標達成指標ついて、港湾脱炭素化推進計画作成マニュアルでは、「官民の連携による脱炭素化
の促進に資する港湾の効果的な利用の促進を図るための取組の総合的な達成状況を的確に把握できるよう設定する
ことが望ましい」となっている。

・今後、港湾脱炭素化推進事業の取組みをもとに設定していく。

目標の記載例

出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月
国土交通省 港湾局 産業港湾課

【数値目標の設定の考え方】
・港湾及び周辺地域のCO2排出量に対し、温室効果ガス削減対策を講じることによるCO2排出量の削減量や、水素・アンモニア等の供給
量など、可能な限り定量的な目標を設定する。

・また、カーボンニュートラルに向けて、排出源対策に加えて吸収源対策も重要であることから、ブルーカーボン生態系の創出に関する
目標を設定する。

【短期目標（主に2020年代半ばから2030年頃）】
・既に実用レベルで導入が可能な取組、実証事業として実施されている取組、具体的な導入計画のある取組

【中期目標（2030年頃から2030年第半ば、または2040年頃）】
・短期目標に向けた取組の延⾧線上にあるものなど、2030年頃から2030年代頃に達成を目指すべき取組

【⾧期目標（2050年頃）】
・短期・中期目標に向けた取組をさらに進めることと並行して、最終的な目標であるカーボンニュートラル実現に照準を合わせ、その
達成に必要となる、水素・アンモニア等の普及や革新指摘な技術開発に伴い想定される取組



２．温室効果ガス吸収量の設定について
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・温室効果ガスの吸収量の算定については、港湾脱炭素化推進計画作成マニュアルに基づき算定を行う。
・算定年次は、2013年度及び2019年度の２つの時点での算出を行う。
・吸収量の算定は、藻場等の面積及び緑地の面積とする。
※緑地のCO2吸収量の算定方法において、高木植栽本数による算定も提示されているが、緑地内の高木を全てカウ
ントすることは困難なため、今回は緑地面積による吸収量の算定とする。

出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月 国土交通省 港湾局 産業港湾課

出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月 国土交通省 港湾局 産業港湾課

藻場等のCO2吸収量の算定方法 緑地のCO2吸収量の算定方法



３．温室効果ガス削減・吸収に関する事業について

区分
施設の名称
（事業名）

位置 規模 実施主体 実施期間 事業の効果※ 備考

低炭素型RTG導入 ○○ふ頭CT ○○基(導入率
○%)

○○港運㈱ 2022年度～
2023年度

CO2削減量:○t/年 ○○省○○事業
交付金

太陽光発電導入 管理棟 ○○kW ○○ターミナル㈱ 2022年度～
2023年度

CO2削減量:○t/年

低圧陸上電力供給施設
整備

○○ふ頭 ○基(付帯施設
一式)

○○港管理組合 2024年度～
2025年度

CO2削減量:○t/年

ゲート予約システム導入 ○○ふ頭CT 一式 ○○ふ頭㈱ 2023年度～
2024年度

CO2削減量:○t/年

FC型RTG導入 ○○ふ頭CT ○○基(導入率
○%)

○○港運㈱ 2025年度～
2027年度

CO2削減量:○t/年

ガントリークレーンインバー
ター方式化

○○ふ頭CT ○○基(導入率
○%)

港湾運営会社 2021年度～
2023年度

CO2削減量:○t/年 港湾法第55条の
７第１項の規定
による国の貸付け

陸上電力供給施設の整
備

○○ふ頭CT ○基(付帯施設
一式)

港湾運営会社 2022年度～
2023年度

CO2削減量:○t/年 二酸化炭素排出
抑制対策事業費
等補助金（港湾
における脱炭素化
促進事業）

FC型トラック導入実証 ○○地区 ○台 ○○自動車㈱
○○倉庫㈱

2025年度～
2026年度

CO2削減量:○t/年

ターミナル外 ブルーカーボン(藻場)の造
成

○○湾内 ○○ha ○○県 2026年度～
2030年度

CO2吸収量:○t/年

低炭素型RTGからFC 型
RTGへの完全移行

○○港内の
CT

○○基(導入率
○%)

○○港運㈱ 2030年度～ CO2削減量:○t/年

石炭荷役用アンローダーの
100％電化

○○港内の
ﾊﾞﾙｸﾀｰﾐﾅﾙ

○○基(導入率
○%)

○○ふ頭㈱ 2030年度～ CO2削減量:○t/年

高圧陸上電力供給施設
全バース整備

○○港内の
CT

○基(付帯施設
一式)

○○ふ頭㈱
、○○港運㈱

2030年度～ CO2削減量:○t/年

FC型トラック導入拡大 ○○地区 ○台程度 ○○運送㈱ 2030年度～ CO2削減量:○t/年

短期

⾧期

中期

ターミナル内

ターミナル出入車
両・船舶

ターミナル内

ターミナル出入車
両・船舶

ターミナル内

ターミナル出入車
両・船舶

・港湾脱炭素化促進事業計画において、目標を達成するために実施する温室効果ガス排出量の削減に関する事業（低炭
素型荷役機械の導入等）、温室効果ガス吸収作用の保全・強化に関する事業（藻場・干潟の造成等）、水素・アンモ
ニア等の供給に関する事業（水素受入れのための岸壁改良等）について、実施主体、整備時期、事業の効果等を取り
まとめることとなっている。

・今後、港湾脱炭素化促進事業への記載内容について、各企業への確認が必要なため、ご協力をお願い致します。

温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関する事業の記載例

出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月 国土交通省 港湾局 産業港湾課

（１）港湾脱炭素化促進事業計画作成イメージ
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３．温室効果ガス削減・吸収に関する事業について

・他港の港湾脱炭素化促進事業における記載内容は以下のとおり。

【参考】他港の港湾脱炭素化促進事業の記載例

【茨城港】

【鹿島港】
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４．港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業について
・港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために、港湾脱炭素化推進事業として、「水素・アンモニア等の受入・供給
に関する事業」や「その他の脱炭素化に貢献する事業（バイオマス発電用の木材チップ等の受入れのための岸壁等
の整備や、CO2の貯蔵、貯留・輸移出等のためのインフラ整備等）」について取りまとめることとなっている。

・港湾脱炭素化促進事業への記載内容について、実施主体、整備時期、事業の効果等を取りまとめることとなっている。
・今後、各企業への確認が必要なため、ご協力をお願い致します。

港湾・臨海部の脱炭素化に貢献する事業の記載例

出典：「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアル2023年3月 国土交通省 港湾局 産業港湾課 5


